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1 会議名 第 7 回（仮称）津市久居ホール整備基本計画検討委員会 

2 開催日時 
平成 25 年 12 月 26 日（木） 

午後 1 時 30 分から午後 4 時 40 分まで 

3 開催場所 津市久居庁舎 4 階 401 会議室 

4 出席した者の氏名 

（委員） 

稲垣博司、大月淳、大幡貞夫、小嶋みゆき、齋藤満男、佐藤

ゆかり、菅内章夫、髙橋秀典、中森堯子、別所正樹、松浦茂

之、山田康彦、山本賢司、若林善周 

（事務局） 

スポーツ文化振興部長 新家聡 

久居総合支所長 南浦康人 

スポーツ文化振興部次長 市川雅章 

文化振興課長 脇田久三 

久居総合支所地域振興課長 澤井尚 

久居総合支所生活課長 橋本剛至 

文化振興課主幹 木村みどり 

文化振興課副主幹 堀田祐治 

株式会社エルイー創造研究所 川本直義、渡辺庸、小澤李紗 

5 内容 

1 第 6 回検討委員会の報告 

2 ホール運営に関して 

3 グループワーク 

「施設全体の年間プログラムを考えよう！」 

4 グループワーク発表・全体ディスカッション 

5 住民ヒアリング（アンケート）の実施について  

6 その他 

6 公開又は非公開 公開 

7 傍聴者の数 0 人 

8 担当 

スポーツ文化振興部文化振興課事業担当 

電話番号    059-229-3250 

Ｅ-ｍａｉｌ 229-3250＠city.tsu.lg.jp 

 

・議事の内容  次頁以降のとおり 
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事項書１ 第 6回検討委員会の報告 

 

事項書２ ホール運営に関して（松浦委員：三重県文化振興事業団） 

 それでは改めまして三重県文化会館の松浦です。私は、県が

100％出資して三重県総合文化センターを管理運営している県

の文化振興事業団に、2000 年に着任いたしまして、最初の 7年

間は建物全体の管理運営と利用来館のサービスの提供を担当し

ていました。2007年からは、民間の営利ではできない範囲の税

金を使って行う、劇場が主催する主催事業の主に演劇を企画か

ら運営までを担当しています。 

 今日は、こういったソフト面、事業面でどうなっているのか

というお話をします。 

 かなり詳細な設計が近づいている感覚がみなさんにもあると

思いますが、アプローチとしては、みなさんが施設を使うとい

うことを「貸館」と言いますが、市民利用の目線では、かなり

重要であると思います。一方で、劇場法でいう劇場は、税金を

使って主催する企画によって、実演芸術の振興を図る、市民が

心豊かになることをやるというのも劇場運営の一つの側面で

す。今日はその辺をみなさまに私どもの事例も紹介しながら、

いくつかポイントになる点をお話したいと思います。 

 みなさんにお配りした資料には、私どもの貸館の利用ルール

の資料や主催事業のパンフレット、チラシを入れています。説

明の中で紹介していきます。 

 最初に、公共劇場とはどういうものか歴史的に振り返ってみ

なさんに考えて頂きたいと思います。 

そもそも、劇場と言う場所は、図書館や博物館のようにこう

いうことをやるんだという機能がはっきりないままスタートし

ています。図書館、美術館、博物館は、それぞれのやることを

決められて、法律が整備された上で建設されています。しかし、

劇場や公共ホールというのは、そういうものがありません。国

立劇場は、1966年に建っていますが、この時代は、地方自治法

と消防法しか根拠法がありません。地方自治法は、公の施設で

あるため、公平に利用できるようにしましょうという、公平性

がうたわれていて、消防法は、安全にということで通路幅や誘

導灯などが定められています。そもそも最初は、集会場として

始まっている場所がほとんどです。1,000 人ぐらいの多くの人

が集まれる場所、これ以前に作られた市民会館などと呼ばれる

場所は大体集会場としての機能が重要視されています。 

1970 年代になりますと、国の文化審議会で支持されたもので

京都大学の梅棹先生という方が、「水道蛇口論」というものを唱
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えました。この当時まだ大都市圏でしかオペラやバレエが観れ

なかった時代で、幅広く日本全国で鑑賞できるように立派な劇

場を作れば、水道から水が流れる様に日本国民全員が豊かな実

演芸術の鑑賞ができるということで、初めて 70年代にこのよう

な論が提唱されて、鑑賞の場としての劇場が始まりました。こ

の辺りから段々劇場機能というとオペラができるとか歌舞伎が

上演できるとか、集会を超えた専門空間としての劇場が始まり

ました。 

時は同じくして 1980年代バブル期に入りましたので、一斉に

全国で劇場を建設するという建設ラッシュが起きました。 

そして、1990年代に入りバブルが崩壊するとハコモノ批判と

言われまして、この検討委員会のような過程を経ずに首長の言

葉でポーンと作ってしまって、やはり利用もないし利活用でき

ていないと批判が起こり出したのが 90年代です。その頃同時に

批判への反証もあったと思うのですが、いわゆるまちづくりと

芸術をもっと使っていけるのではないかという考え方が芽生え

ていき、専門の人材を有した劇場が始まります。この時期の注

目は、水戸芸術館というところで、1990年に開館しています。

こちらはもともと美術の学芸員とパフォーミングアーツの学芸

員が配置されまして、劇場も専門的機能を持って作られました。

この後、世田谷パブリックシアターなどの専門劇場が徐々に作

られていきました。実は、私どもの三重県文化会館は、1994年

に作られています。その時はまだ専門人材という考え方では作

られていませんが、機能としては音楽の大ホール、演劇及び伝

統芸能の中ホール、実験空間の小ホールとかなり専門機能を集

約して、三重県総合文化センターは作られています。 

2000 年代に入って初めて、文化芸術振興基本法というものが

策定されます。ただこれは、劇場に関するというよりは、芸術

に関する法律でして、日本国民として芸術が大事ですよという

理念を裏付けるような法律が制定されました。ただ、そういっ

た法律が以前になかったので、初めて公共が事業として芸術文

化をやることに一つ担保されるような法律が、2001 年に制定さ

れました。 

これは大きな出来事なのですが、小泉内閣の時に地方自治法

が改正されました。それで、指定管理者制度というものが入り

ました。2003年以前は、公共劇場というのは、直営と言いまし

て、市役所や県庁が公務員を配置して直接管理するというケー

スか、私どものような 50％以上自治体が出資した公益的な財団

法人しか管理出来なかったのが、2003年の民活民営の小泉内閣

の方針で、株式会社や NPO、自治会でも公の施設の管理ができ
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るようになりました。公共劇場は無駄が多いと批判され続けて

きたのですが、これで初めてちゃんとコスト削減とか収入アッ

プなど経営性も考えてやりなさいというようなことが、2003年

に言われています。 

2010年代になってようやく、劇場法と言われる法律が出来て、

公共ホールはより専門的な場所だということがうたわれていま

す。 

今見て頂いたように公共劇場は集会施設から鑑賞施設にな

り、劇場法の制定により専門的な機能を持った場所で民間的な

経営感覚を持った場所であるというように変遷して来ていま

す。この時代に新しい劇場を作るのであれば専門的な機能を持

った形で新しい劇場を作っていかなければならないと思いま

す。 

一方で、全国に 2200ヶ所ぐらいある公共劇場で本当にそんな

に専門的な経営がされているかというと、あまり公にできない

数字ですが、大体感覚としては、100～200ヶ所ぐらいが専門的

な劇場に位置付けできるのではないかと言われています。残り

は、もともとあった集会的な場所や生涯学習型施設と言われる

年に一度だけ主催のコンサートをやるようなものが、2000ヶ所

です。では、県内で専門劇場と言われるところはどこかという

と、はっきり申し上げまして三重県総合文化センターしかあり

ません。愛知県では長久手市文化の家がぎりぎり専門劇場と言

ってもよいのではないかと思います。みなさんが見に行かれた

武豊町民会館はまだ専門劇場と認識されていません。岐阜県で

は、可児市文化創造センターだけです。それほど全国にまだな

く、全国でまだ 100 とかです。今それを 6 回の検討会（当初の

予定）で作ろうとしているので、かなりハードルの高いことで

す。ただ、逆にいうと、今から作ろうとしているのでそういう

劇場を作るのだと捉えています。実は劇場法には、3 月に指針

というものが発表されています。それはこの 10項目で発表され

ていまして、例えば 2 番ですと鑑賞の機会を提供しましょうと

か劇場で作品を作りましょうなどと謳われています。専門人材

については、劇場に専門的な人材を配置しなさいということで、

大学と連携をして、アートマネジメントという芸術文化の勉強

をした学生をどんどん現場に入れなさいとかそういうことで

す。普及啓発というのはアウトリーチといいまして、劇場を飛

び出してやる事業です。地域交流プログラムといってワークシ

ョップやレクチャーであったり。また、本番の公演だけでなく

芸術のおもしろさを理解して頂くような普及活動であったり。5

番目にも大学や教育機関と連携したり、劇場同士が連携しても
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っと素晴らしい作品を巡回するなどと書かれています。例えば、

1 館では製作するのが難しいような作品を何館か集まって素晴

らしい作品を作りましょうだとか。そういうようなことが色々

指針として載っています。以上、業界の変遷を説明しました。 

みなさまご存じの方もいらっしゃるかも知れませんが、管理

運営の組織の形態は、「直営」という市役所や県庁の職員が配置

されるパターンと、「指定管理者」の 2択しかありません。指定

管理者というのは、いわゆる館が作った官製財団や NPO、株式

会社など、色々なパターンがあります。県内で直営は、桑名市、

鈴鹿市、津市、松阪市がそうです。みなさんが見に行かれた長

久手市は直営です。あそこの職員はみなさん公務員です。ただ、

公務員と言いましても津市ではまだ専門職がないとは思います

が、長久手市は劇場職員として採用されています。異動がない

行政職員が、長久手市にはおります。実は、桑名市と鈴鹿市は

別に財団が作られていまして、事業だけやる財団があります。 

指定管理者をする官製財団、これは三重県と四日市市、亀山

市、伊賀市、尾鷲市です。見に行かれた方もいらっしゃるかも

知れませんが、豊橋市は、官製財団です。 

民間が指定管理者をやっているところは、県内では伊勢市と

名張市でした。伊勢市は赤福さんとケーブルテレビさんの企業

連合体です。名張市は、地元のケーブルテレビさんでしたが、

地元のケーブルテレビさんが、あまりにも予算が尐なすぎ赤字

が出すぎて撤退され、名張市は直営に戻りました。みなさんが

見に行かれた武豊町は、NPO が指定管理者になっています。将

来作られた劇場がどのような管理形態になるかもポイントで

す。 

ここからは本題で、今日は自主事業を企画するというワーキ

ングがあります。尐なくともどんなプログラムをやりたいとか

あると思いますが、大きく 2 つ大切なことがあります。にぎわ

いのある場所にするために一つ目は、市民が利用しやすい環境

を整備しましょう。これは、大原則です。例えば、利用時間が

どれぐらい柔軟かというと、三重県文化会館の場合は、朝 7 時

から夜 12時までは、延長料金が発生しますが使えます。多くの

公共劇場は、9時から 21時までというように硬直的なところが

多いです。 

今日配布した資料に入れましたが、三重県総合文化センター

では、おまかせサービスというものをやっています。大体劇場

の使用というのは、予約をすることから始まり、打合せをして、

本番の準備をして、本番をして、片づけてという流れがありま

すが、その途中に様々な手配ごとが発生してきます。それを館
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が代行して行うサービスをしています。例えば、お弁当の手配

や看板作成、お花、会場設営、ピアノの調律など色々あります。

こういうことをサポートするサービスです。 

やはり、劇場というのは色々な人が集まる場所なので、レス

トランや売店、文化芸術の情報が得られる情報コーナーも重要

な要素です。これらを含めて、利用しやすい環境を整えていく

ことが大切です。 

私は、全国のこういったサービスをしている劇場を調べてい

ますが、手前味噌ですが、公共劇場の業界では、三重県総合文

化センターが一番進んでいます。しかし、みなさんが普段使わ

れるホテルやゴルフ場、レジャー施設、JR、レストランなどで

はもっと進んでいます。民間のサービスと比較すると全然遅れ

ていますが、公共劇場で利用しやすいサービスというのは、多

分三重県総合文化センターが一番進んでいます。実際他県から

視察して頂いています。それぐらい利用しやすいということに

関しては、遅れている業界だということです。 

2 つ目は、今日のテーマにもありますが、劇場の様々な機能

を市民に提供できるような企画を考えていきましょうと。これ

はみなさんすぐにイメージできますよね。芸術のいいものを鑑

賞する場であることと、自分たちがいい芸術活動ができる場と

人と交流できる場所であるという機能、ワークショップやレク

チャー講座、演奏のクリニックなどの自己研鑚ができる場、専

門的な人材が育成される場であるなど、劇場は場所ですので、

鑑賞するだけでなく、市民にとってどれだけたくさんの有益な

機能があるかが大切です。 

今日は、事業プログラムを考えるということですが、実は尐

し乱暴でして、フリーハンドで考えてというのは、中々難しく

て、本来お金がいくら使えるだとかどんな内容がいいのかとか

前提条件がないと難しいと思います。今日は、過酷なワークシ

ョップですね。 

例えば、三重県総合文化センターでは年間 60本（月 5本ぐら

い）、自主事業をやっていますが、フリーハンドでプログラムを

組み立てていません。基になる文化政策や文化ビジョンがあり

ます。三重県の場合は、「県民しあわせプラン」というものがあ

りまして、それを受けて指定管理者制度の公募要領ができ、こ

ういう事業をしなさいと記載されています。例えば、オーケス

トラ公演を年に 2 本やりなさいだとか、県民の発表できるステ

ージを 1 本やりなさいとか、業務の基準が定められています。

それでお金をいくら使っていいですよと決められています。こ

れらを受けて、じゃあどういう鑑賞型プログラムを組もうだと
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か、もっと芸術のファンが増える普及人材育成プログラムはど

ういうことをしようだとか、県民が参加できるイベントや作品

を作るどんな事業をしようだとか、大もとにこれがあって初め

て、プログラムができます。究極的には、私たちは、180 万県

民が対象ですので、一人でも理解関心が高まるとか、一人でも

一分でも参加の機会が増えることと、最後はともするとインフ

ラ道路とか駅が後回しにされるようなことだけど大事なことで

はないかと提案していくこともゴールでやっています。そのゴ

ールに向かっていくためのプログラムをやっていくような構図

です。今日はいきなりプログラムだけ考えましょうということ

なので、相当難しいと思います。 

多分、今日やるワーキングに、津市の方も入るとちょっと有

機的になるのではという気はしています。行政側も入らないと

中々イメージできないですよ。私たちは、県民しあわせプラン

を受けて、ビジョンを掲げた後で、どういうことをしていくか

プログラミングしています。我々は、プラットホームを目ざそ

うということと、市町の拠点なので、市町と色々つながって、

市町の劇場も元気にしようということと、館長の語録で「片手

にロマン、片手にソロバン」とちゃんとお金を管理してやりま

しょうというのを掲げています。 

観る機能・作る機能・交わる機能を育てる、こういったもの

それぞれにどういったプログラムをやるか考えていこうという

考え方です。 

実際、三重県総合文化センターは、資料を見て頂くとはっき

りと数字は変化しておりまして、平成 12 年から平成 24 年の資

料ですが、主催事業の参加者数は平成 12年は 3万 8千人ぐらい

で、平成 24 年は、6 万人を超えていますので、2 倍ほどではあ

りませんが、かなり増えています。そして、施設の利用も 60％

強から 82％ぐらい年々稼働が増えているスパイラルになってい

ます。事業プログラム数や参加者数は、予算と人さえ増やせば

いくらでも増やせます。ただ、それは制約があります。 

例えば、事業の本数は、平成 12年は 29本。今は、60本近く

ですから、事業の本数は、2 倍以上行っています。赤字の補填

額は、全体的には上がり下がりしていますが、下がっています。

プログラムを 2 倍にして、予算を減らしているので、非常に効

率的です。 

この資料は、平成 7 年開館からのコスト面を示しています。

警備や清掃、中央監視などの外部委託費は、年間約 2 億円強、

人件費もピークからみると 1億円近く、光熱費も 4～5千万。こ

ういう経営努力もしています。一番三重県の人に知られていな
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いのですが、実は三重県文化会館の運営は、全国的には業界で

は注目をいただいていまして、昨年は文化庁が全国で 10館だけ

ヒアリングする館を選ぶときに、三重県文化会館は選ばれまし

た。このエリアでは、可児市と三重県文化会館だけです。それ

が一番伝わっていないのが、三重県なんですけどね。業界では、

割としっかり先進的に運営されていると評価を頂いています。 

最後に、資料をいくつか配布していますので、資料のご紹介

をします。 

ワンコインコンサートは、平日の昼間にチケットレス 500 円

で入場頂けるコンサートです。平均して今年は 1000 人ぐらいは

集まる人気のコンサートです。 

イベントカレンダーに私たちの年間のイベントスケジュール

が書いてありまして、その間に今特集しているイベントのチラ

シを挟んでいます。 

一点だけ、「ミエ･アート･ラボ」というイベントがありますが、

これは、普及啓発型の事業の中でワークショップスタイルで、

芸術を理解して頂く、気づきを与えるプログラムがありまして、

これが結構学校現場で音楽や演劇を使った授業を色々やってい

まして、それをみんなで勉強しましょうという会です。かなり

著名な講師陣・アーティスト陣をお呼びしていますので、2 月

ですが、ぜひ勉強がてらご参加頂けたらと思っています。 

随分長くなりました。以上で終わりです。ありがとうござい

ました。  

 

はい。随分参考になるお話をどうもありがとうございました。

それでは、議事の 1 と 2 についてご質問等ありましたら、お願

いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

それでは、私の方から。先ほどいきなりこのワークをやるの

は難しいとのことでしたが、自主事業の 3 つの分類がありまし

たね。鑑賞型事業と普及育成型と県民参加型創造事業ですね。

特にこの普及育成型と県民参加型創造事業のプログラムの違い

は何ですか。 

 

普及育成は、芸術に関心の低い人に関心を持ってもらうため

の事業です。チケットを買って公演を見に来てくださる方はよ

くて、もっと機会を提供すれば見に来てくれるという人たちに

対して行う事業が普及です。レクチャー講座スタイルというも

のがありまして、歌舞伎公演をやる前に、「楽楽歌舞伎塾」とい

って、NHK の葛西アナウンサーを呼んで、次にやる歌舞伎の演

目をレクチャーするというパターンとか。いきなり作品を観て
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も知らない作品だと観れないので、先にその作品の演出の方を

呼んで、こういう舞台を作っていますというワークショップを

やって頂いたり。普及というとそういうものです。 

他にもアウトリーチという形で、劇場を飛び出して行う仕掛

けも普及事業に含まれます。それは、駅前でコンサートを行う

などして、普段コンサートに来ない人にコンサートを観てもら

います。 

育成というのは、やはり人材育成ですので、うちですと「三

重ジュニア管弦楽団」などで、小学校から高校生までを対象と

したオーケストラで月 3 回練習しています。そのような将来の

アーティストを育成するような活動です。 

県民参加というのは、文字通り市民が活躍できる場を提供し

て、そこに出場する方を募ったり、市民劇や市民ミュージカル

もそうですね。市民が出て、作品を発表するというものです。 

創造というともう尐しプロフェッショナルになります。プロ

のアーティストを集めて、プロの作品を作る事業です。 

大きく 3 つですが、今言ったように 5 つぐらいに分けて頂い

たほうがわかりやすいかも知れません。 

 

はい。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

 

今日のプログラムは、自分は全然理解できなくて、だいぶ自

分の頭の中が整理されましたけど、正直なところを申し上げて、

前提条件もなくこのメンバーでこのテーマがまとまるのかと私

はすごく疑問を持っています。どなたかしっかりリードして頂

かないと、まとまらないと思います。 

 

ですから、最初に大月先生も言っていたように、多くの建設

の場合は自治体が地元に能なら能、狂言なら狂言を推進すると

いう思惑があって、能楽堂を作るという前提のもとに、幅広く

市民の声を入れて、能だけの劇場ではなくてという両方が交わ

ると初めて理解しやすくなるのですが、今おおもとの津市がこ

こで何をしようかというのがまだ現時点ではわからないので、

そこがわかりにくくなっています。例えば吹奏楽が盛んなので、

吹奏楽の発表の場を作るなどと決めてから市民の意見を聞ける

ような場を作って、もっと幅広い意見を足していく。それを先

生も何回か言われていたと思います。 

 

この中（ワークで使用する月割表）にも、久居市民会館で使

われてきた実態を入れてみて、実績として 20％しか利用されて
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いないわけですから、例えば 60％の稼働率をめざすのであれば

残りの 40％をどのようにして利用してもらうかということを考

えないとしょうがないのかなと思って今日来ました。 

 

私が、お話ししたことは、貸館とは別のことです。ですから、

今までの 20％の利用とは別に劇場が企画して、劇場を生きたハ

コにしていくにはどうするかというのが今日のテーマだと思い

ます。 

 

それ、みんな考えられるのかな。 

 

 このあと今回のワークショップに関して説明があると思いま

すが、先にお伝えしておいたほうがよいと思うのでお話し致し

ます。 

 前回の検討委員会議事録の 7 ページを見てください。私の発

言のところで、「何を申し上げたいかというと、先回の私のお話

で確認したように、劇場法に対応した施設にしたいという点に

おいて、運営を担う立場から運営者として市民にサービスしや

すい施設は、どういうものなのかが非常に大事なことです。」

とあります。松浦委員にもワークに入って頂いていますが、今

まではどちらかというとみなさんの個別の質問に対して、答え

ているという形で、ご自分から発言という形にはなっていませ

ん。その際に、「劇場法対応ということは、運営者の視点とい

うのが非常に大事なポイントとして関わってくる」それが欠け

ているよという話をその辺りの文脈でしています。その前の段

落で稲垣副会長がおっしゃったようにヒアリングで拾えていな

い意見を聞く必要があります。劇場法対応の意見は、まさに拾

えていない意見です。それを、確認する作業が必要だというこ

とで、松浦委員にお話をして頂きました。初めて運営者の観点

のお話を聞いて、一部分ですが確認ができました。 

 先回のワークショップで、敷地に当てはめたことによって、

かなり敷地の制約や物理的制約は確認できましたが、もう一方

で、その敷地などハードに関わるワークショップは、運営者に

係る観点なしでワークショップをしているということで、今回

の年間プログラムを考えようというワークショップは、前回の

ハードのワークショップとも連続性を持っていると捉えてもら

うとよいと思います。 

 おそらくプログラムを作るということは、それに見合った規

模があると思います。稲垣副会長が先ほどおっしゃったように、

これまでの久居市民会館で行われてきたことをまず入れて頂い
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て、それぞれに対してどれぐらいの規模であったかというのを

確認して頂くだけでも、これから作ろうとしている施設の規模

とこれまでやってきたイベントの規模のマッチングができま

す。さらに、みなさんが挙げられる部分は、プロとして運営し

ている視点がないので、稼働率 20％は、ほとんど貸館利用であ

ったので、常識的に考えて 20％ほどしか埋められないわけです。

それを 50％以上にしようと思うと、残りの 30％は、専門家の方

に頼らざるを得ないという話になるわけです。先ほど市の方に

も入って頂ければというお話もありましたし、松浦委員もいら

っしゃるので、プロの視点からもこういった事業ができるなど

言って頂ければと思います。尐なくとも予算の話はできません

が。 

 本当の年間プログラムを作るのは、ハードルが高すぎますが、

今までやってきたことの確認はできます。まず、それをやるこ

とによって、敷地の制約を確認したのと同じように、専門家に

任せると、何が行われているかわからないということで、市民

から不満が出てきますが、検討委員会でご自身で確認すること

によって、その部分に関してはちゃんと了解をして、次に進め

るというプロセスです。 

 1 月に検討委員会をやる時には、最終段階が近い中での作業

になります。この中で出来る範囲で、なおかつ積み上げて、こ

れまでを振り返りながら、欠けてる部分も補っていくための認

識の場となるような作業だと意識して頂けると良いと思いま

す。 

 色々ご説明しましたので、ご質問等あればお聞きください。 

 

 はい。ご質問等あればお願いします。 

 

 今お話があった、利用実績も席数で左右されるということで

したが、私はあまり理解できないのですが。やはり年間 1 回や

2 回でも 1,000 席が必要な団体や催し物があれば、そのために

1,000 席の劇場を用意するという考え方を取るのか、あるいは、

年 1 回や 2 回のことならそれは別のところでやりましょうとい

う考え方を取るのか、それはどっかで判断しないといけない話

だと思います。仮にそれが 800 席になっても、平均の入場者数

だと 300 人や 500 人だとまだまだ大きいわけですよね。利用率

というのは、100 人入るところに 1 人が一日使ってもそれは 1

回の利用率ですから、利用率とホールの大きさというのは尐し

考え方が違うと思います。その辺りは、どういうものが正しい

見解、イメージすべきことなのでしょうか。我々（前回検討委
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員会 A グループ）の第一案では、800 席を可変して 500 席にす

るという二段階の席の設定を提案したわけです。500 席であれ

ば、400人や 300人入れば結構満席に見えますが、1,000席一面

ですと 300 人しか入らなかった場合は、がらーんとしてしまい

ます。そういうことで、ヒアリングをやって 1,000 席ぐらい必

要という学校が何校ぐらいあって今後どのような利用回数なの

かきちんとまとめないと、座席数は決まってこないと思ってい

ます。 

 私個人の実績というとまだまだ小さいですが、その大きさで

作ったら違う団体から「また何でそんな小さなものを作ったの」

と言われてしまうので、検討委員会として中々そこら辺微妙な

のですが、ある程度具体的な情報を早く集めて、席数や敷地を

確保した方がよろしいと思います。 

 また今日質問したかったのですが、敷地の問題を同時に検討

してくださいと提案しましたが、現状のままで検討してくださ

いともう決まったような話になっていますが、これ本当ですか。

それは、誰も賛成しないと思います。だから、敷地のことなど

も並行して早く努力をしてほしいのです。もう敷地は現状で進

めるという話は、どこもだれも了解していない話です。敷地が

もう尐しあればこういうこともできるという話も出ています。

事務局の方で勝手に敷地は現状のままで考えていますと結論だ

け聞かされても困ります。 

それはそれとして、今日のワークをどうまとめるかですね。 

 

多分、今日の趣旨からいえば、席数がこうだからこの企画と

いうのは一切考えないで、久居のこの場所でこういうものを見

る機会があればいいなとか、新しくできる施設に人が集まるよ

うにこういう普及事業をやったらいいなとか、かなり開き直っ

てフリーハンドで書いてみる。貸館は、席数がはっきりとイメ

ージできますので、一年間分当てはめてみればどれだけバラつ

くかわかります。MAXは、1,000 席だなとか 300席ユーズが多い

なとかそういうものが見えてくることを期待されていると思い

ます。 

利用率は、1,000 席なのか 300 席なのか見えてこれば、可変

で行かざるを得ないかもしれないですし、そういうものを見る

にはフリーハンドでやってみると。 

もう一つの視点は、どのジャンルをやるかです。大きく分け

ると伝統芸能、クラシック音楽、演劇、大衆芸能、洋物、和物

など大枠であります。久居のこの劇場で、このジャンルは絶対

やらないといけないというのが、見えてくることがベストです。
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三重県文化会館の場合は、全てのジャンルを網羅しようと作ら

れているので、それだと楽なのですが。単純に申し上げますと、

三重県文化会館は、大ホールで、宝塚や劇団四季もやれば、オ

ペラ、クラシックバレエ、ミュージカル、オーケストラもやっ

ています。中ホールは、歌舞伎や文楽、狂言、大きいサイズの

演劇、ちょっとした室内楽もやっています。小ホールは、かな

り演劇やコンテンポラリーダンスなどに特化しています。この

ようにオールジャンル対応になっていますが、新しく久居に作

る施設は無理なので、まず今日はフリーハンドでジャンルを書

いてみて、そうするとこのジャンルは、ムリじゃないかという

ことが見えてくると思います。 

距離で 20分ぐらいなので、三重県文化会館で被るジャンルは

やらないほうがいいと思います。 

 

1,000 席のイベントが年に 1 回でもあるなら建てるべきだと

いう考え方もあると思いますが、最終的には、それは政治判断、

行政の判断が必要ですが、まさに市民の理解が得られるかどう

かの判断ということになるので、そこは最終判断に委ねるとし

て、今回はみなさんが考えられるのはどれぐらいかだとか、今

レクチャーを受けたのでプラスαで考えられるはずですので、

それによるとどれだけ埋められるか。例えば稼働率 50％を目標

に埋めましょうと。実際にそれを建てるのであれば、それを目

ざしていかないといけないわけですよね。まずはそれを市民の

みなさんが考えて、どこまで賄えて、専門家に任せないといけ

ないのはこれぐらいだとか、そういうのを確認しましょうとい

う最後のステップです。基本計画として市はまとめるので、こ

こで検討してきた証が残ります。 

 

先ほど稲垣副会長から敷地のことが出ていましたが、市から

何か一言ございますか。 

 

駐車場については・・・ 

 

 敷地と駐車場については、別で考えてください。敷地といっ

ても 2 つテーマがあります。劇場を作るための敷地と駐車場を

作る敷地と敷地の問題は 2 つあります。 

 

 劇場を作るための敷地は現状での敷地で考えていくのが、基

本的な考え方です。 
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 敷地に収まらない場合はどうするのですか。 

 

 それは、この場で出てきた意見を踏まえて、ご相談しますけ

ど、どれだけでも簡単に用地を拡張するということですと・・・ 

 

 そのようなことは言ってないです。前回の A 案では、理想を

言うと北側の駐車場半分ぐらいまでは、買ってくれませんかと

ささやかな希望で、そうするともうちょっと（建物が）こう入

るよということで随分ベターな意見だと思います。 

 

 何度も言いますように、敷地については現状の敷地で考えて

頂きたいというのが一つの理想です。ただどうしてもその部分

が必要であれば、市も財政協議が必要で多くの意見を頂きなが

ら考えていくことになります。ですが、基本的には、現状の敷

地で考えて頂けるとありがたいですというのが市の希望です。 

 

 現状で検討するなら、最初に提示してもらわないと。だから、

より理想的にとなると敷地の話はフリーになりますから。無制

限に広げるという発想はありませんが、多尐広げるとか。 

 駐車場も 400、500台収容しようと思うと、現在の駐車場を長

期間借りて尐なくとも総 2 階の立体駐車場にしないと収容でき

ないことは、素人でも簡単に計算してわかることです。 

 

 駐車場については、何らかの方法で、借用するなり所有する

なりのことは考えています。 

 

 それも同時並行していかないと、地主が嫌がって白紙に戻っ

たりしたら、大変な問題になると思います。 

 

質問です。先ほど、大中小のホールでやる内容が、ホールに

よって異なるとのことでしたが、それは、席数によってジャン

ルを決めているのか、機能面で適したジャンルを決めているの

か教えてほしいです。 

 

これは、規模と機能両方で決めています。例えば大ホールは

完全に音響重視で作られていますので、生音を聞かせたいイベ

ントは、1,900席ですが 1階を 1,000席使用と言い切って、2階

と 3 階のチケットを売らずにやります。この場合は機能重視で

す。伝統芸能を中ホールで行うのは明白で、花道が設置できた

り舞台動作が伝統芸能向きに作られています。小ホールは、ブ
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ラックボックスでフルフラットになりますので、完全に自由に

使え、客席もロールバック式で体育館のようにフラットになる

ので、そこで小劇場演劇ができます。 

 

費用とかは関係ないですか。 

 

民間の事業者の場合は、その問題が発生します。 

自主事業をするときは無料で使っていますので、会場使用料

は一切考えずに決めています。 

  

 では、建築の話になりますので、私からもお話します。 

 三重県総合文化センターや愛知芸術文化センターのような大

きな施設は、複数のホールを併設するという形でバブル期に建

てられました。同じ施設の中でいくつかのホールがある場合、

各ホールの性格づけを変えます。演劇は、人の表情が見えない

と意味がないので 600 席ぐらいがいいところです。音楽であれ

ば、音が聞こえればよいのでそういった制約がもう尐し緩くな

ります。あとは地域性を重視して、どのジャンルを重視するの

か考えます。いずれにしても二つ同じタイプのホールを作るの

はあり得ないので、別の機能や仕様のホールを作ります。 

 三重県総合文化センターや愛知芸術文化センターは、県の施

設なので、なるべく全てのジャンルを網羅するよう 3 つのホー

ルを併設しています。もう尐し小さな自治体だと、その地域で

強いジャンルに優先順位を高くつけて、なるべく全てのジャン

ルを網羅するように作ります。 

  

 はい。よろしいでしょうか。かなり時間が押していますので、

グループワークの時間がどんどん短くなるといけませんので、

グループワークに移りたいと思います。 

 

 

事項書３ グループワーク 

「施設全体の年間プログラムを考えよう！」 

2 つのグループに分かれ、新しい施設で行うイベントの年間スケ

ジュールを考えて、ふせんに書き出します。 

ふせんに、イベント名と必要座席数を記載し、月別にまとめ、タ

イトルをつけます。   

 

※詳しい意見は、別紙「意見一覧表」に記載 
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事項書４ グループワーク発表・全体ディスカッション 

〇グループワーク発表〇 

＜A グループ＞ 

A グループの中森です。 

まずタイトルは、「夢の実現・ふれあいホール」に決まりました。

夢というと、夢で終わるという感覚がありますが、夢というのは、

本当に実現するような目的で夢を持つのですから、そういう風に解

釈して頂きたいと思います。 

まず、最初に（出た意見を）赤い枠で囲ってあるものは、プロの

方を呼んだらどうかということで印をしました。枠のないものは、

今までずっと市民会館で公演や実現されてきたものです。 

まず 4 月から紹介しますと、「歌謡ショー」これ何月でもと書い

てあります。必要座席数は、尐なめに見積もって 600 席。「尐年尐

女合唱団」で 300 席。展示は、文化協会の山野草展。その他は、い

ろんな人が平日でも来れる様にということで喫茶室です。 

5 月は、実施月は適当ですけど、「NHK のど自慢」。「県民謡発

表会」というのは私が所属している踊りで、三重県連は現在会員は

1500 人おりまして、4 年に一度発表会をやっており、順番に会場が

持ち回りで、久居の当番になっているのですが会場がないので、四

日市で開催するということになっています。オープンしたらこの発

表会を久居でやりたいなと思っています。「与津の会」というのは、

津市の日本舞踊のグループが 1 年置きに発表会をしています。今リ

ージョンプラザで発表会をしているのですが、予約がいっぱいで確

保できず、2 年間干されているという状態ですので、早く久居のホ

ールができたらそこでやりたいようです。700 席ぐらいと書いてあ

ります。「落語二人会」はプロを呼びます。「盆栽展」は文化協会

で、公民館で活動しています。ロビーなどで小さいお庭を設営して

作って頂けると楽しいかなと思います。その他は、「フラダンス」。

練習ができたらいいということだと思います。 

6 月は、「狂言野村萬斎」は、希望として野村萬斎さん親子が来

てもらうとすごいなと思う。これは、1,000 席では入らない状況に

なると思う。久居に一回萬斎さんが来てほしいなと思う。「あじさ

い会」は、毎年やっています。これは、三味線や民謡、踊りなど合

同で発表しています。今年は、しらさぎホールを借りてやっていま

す。それから「郷土芸能大会」は、太鼓のグループで 800 人。「カ

ラオケ大会」もこの春やるということで 600 人ぐらい入っているそ

うです。「山びこコーラス」も 200 人。それから「生け花展」。 

7 月は、歌舞伎を呼びたいなと思っています。三重県総合文化セ

ンターでの公演が 8 月か 9 月にあるので、その前に久居でも歌舞伎
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を呼びたいなと思っています。それから、「津・太鼓集団夢の競演」

もよそでやっているそうで、これも 800 人ぐらい。「プロの芸能発

表会」は、太鼓の服部さんを呼びたい。「久居老連総会」200 人。

その他は、楽器の合奏練習（ギターやマンドリンなど）できたらリ

ハーサル室のようなものがほしい。その他の意見は、当初から言っ

ていましたように、展示ギャラリーを区切って使用できたらよいと

いうところから出てきた意見だと思います。 

8 月は、「社交ダンスの発表会」400 席ぐらいですかね。「津市

内の中学生尐年の主張大会」というのがあるそうで、これは 300 席。

それから「多門先生水墨展」文化協会の方で、いつもポルタでやっ

ていますが、会場が無くて困っています。こういうものもここのギ

ャラリーでできればいいなということです。 

9 月は、「久居高校文化祭」これも平成 22 年ぐらいにはずっとや

っています。これが 900 人。「成美敬老会と立成敬老会」合同で 1,000

席ぐらい。今年は学校でやりました。「県民音楽祭」500 人。「誠

之敬老会」400 人。展示で、幼稚園児など子どもたちの絵などを月

替わりとかで展示したら、お母さんたちもホールへ足を運んでくれ

るので「ふれあいホール」というものがあればいいなと思います。 

10 月は、「仮装大笑」これは、例年通りやっていて 900 席です。

「橋南中学合唱コンクール」は 950 人なので、津にはその人数を収

容するホールがなかったので、久居市民会館でずっとやっていたそ

うです。「久居中学文化祭コーラス」600 席。「バレエ発表会」200

席。「カラオケ大会」600 席。展示が「津市展」。その他は、「生

涯学習教室（囲碁・将棋）」 

11 月は、たくさんありますね。「久居高校文化祭」900 席。「久

居農林高校」900 席。「津南地区音楽発表会」600 席。「文化協会

文化祭」500 席。「幼稚園の発表会」200 席。展示は、「山野草展」

「文化協会展示発表」を 11 月にやらせて頂いています。 

12 月は、「津市内吹奏楽コンサート」800 席。「老人クラブ芸能

大会」600 席。「津フィルハーモニー定演」500 席。「津フィルハ

ーモニー定期演奏会 第 9 合唱付」これは必要座席数が書いてあり

ません。展示は、「久居地区公民館作品発表会」公民館が狭い場合

は、ホールでもやるということらしいです。 

1 月は、「久居音楽祭」600 席。「ピアノ発表会」これは赤い枠

がありますが、あればということでしょうか。展示は、「陶芸展」

みなさん色々やられてみえます。 

2 月は、「何でも鑑定団」これは、テレビでやっていることをや

りたいということで赤い枠が付いています。「よしもと新喜劇」も

呼びたいと。展示は、「絵画展」です。 

3 月は、「久居高校文化部発表会」200 席。「津市人権集会」300
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（発表） 

佐藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

席。「久居公民館祭り」350 席。展示は、全日本写真連盟の 3 月初

旪の「写真展」。これが 5 日間。今は、ポルタでやっています。 

展示で出たイベントは、現在はほとんどポルタで行っているもの

ので、新しい施設でできたらいいなということです。 

何か付け足しのご意見はありますか。 

 

 私音楽の代表ですが、「県民音楽祭」というものがあって、久居

から発祥しました。来年が第 20 回なのですが、久居市民会館が使え

ないということで、本来であれば、旧久居市民会館でやるところを

四日市に持って行かれました。これからは、久居でできるとよいな

と思います。 

 あと、1 月の久居音楽祭は、ブラスバンド、合唱、ギター、マン

ドリンの音楽祭なのですが、今年の 1 月で最後の旧久居市民会館で

の演奏を終えたということでまたやれたらよいなと思います。 

 

一日も早くホールを建てていただきたいということです。やはりこ

うしてみると 900～1000 席というホールが望ましいので、お含みい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

＜B グループ＞ 

失礼します。話し合いの最後に決まったタイトルは、「Dance！ 

Dance！ Dance！」ということで、何でこのようなタイトルになった

かというと、まずみんなでホールイベントを書き出しまして、赤い

ラインが引いてあるものが今までの久居市民会館でやっていた実績

のイベントです。ずっと全体を見ていったところ、演劇や古典芸能

などいろいろあるのですが、その中でダンスが多いなと思い、ダン

スだけ〇（まる）を振っていったら、16もあったんです。フラメン

コやバレエ、ジャズダンス、日本舞踊など色々なものがあるので、

ダンスを一つの売りにしていったらどうかなと思いました。それに

しても目玉がないぞということで、三重県出身の誰か有名な歌手を

呼ぼうということで、平井堅やナオト・インティライミとか色々出

てきたのですが、歌手の西野カナでいこうということで「西野カナ

コンサート」にしました。あとは、展示のほうで、先ほどのグルー

プからも意見が出てきましたが、「山野草展」や「市展」など色々

なことをやっていこうとか、「四季の彩り祭り」も新しいホールの

イベントの中に含めていこうと。映画がないということで映画も、

と。「郷土画家の紹介」も展示の中でしていこうという意見があり

ました。それと、私たちのグループはクラシック音楽に詳しいもの

があまり居なかったので、クラシック音楽については、あまり触れ

てありません。それから、その他の部分ですが、ワークショップを
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山田会長 

 

稲垣委員 

 

 

佐藤委員 

 

 

 

大幡委員 

 

 

佐藤委員 

 

大月委員 

 

 

 

 

 

 

色々して、特に若い子や子どもを巻き込んでいこうということで、

「絵本の読み聞かせ会」や「夏休み子ども体験教室」、「親子ミュ

ージカルワークショップ」、「夏休み合唱指揮法ワークショップ」

などが出てきています。一つ「ジャグリングワークショップ」は、

三重県総合文化センターでもやっていないニッチなワークショップ

です。この間久居駅の広場でやっているのを見ました。あと、月割

りではないのですが、毎月何かやっていこうということで、「毎月

ロビーコンサート」をしていこうと。しかも三重県総合文化センタ

ーのように大がかりなものではなくて、オカリナやハーモニカ、リ

コーダーなど誰でもふれあいやすい楽器ということでロビーコンサ

ートをしていったらどうか。それから「月割りロビー展示」は、ロ

ビーを市民に貸し出して、展示をする。「月 1 吹奏楽ブラッシュア

ップ講座」は、三重県総合文化センターでは、管弦楽でやっていま

すので吹奏楽に特化してやってみようと。とにかく、毎月何か企て

て、市民を施設に呼び込もうという仕掛けづくりが必要ではないか

なということがありました。 

日本踊りも含めたダンスに特化していけば、楽しい劇場が出来る

のではないかなというのが、私たちグループの提案です。 

 

ありがとうございました。何かコメントとかありますか。 

 

B グループは、感覚的に若いね。Aグループは、年を取っているな

と。 

 

すいません。先ほどの久居公民館の発表会というものがありまし

たが、久居だけではなくて、久居地区の色々な公民館を集めて合同

でホールイベントも含めて発表していけばよいなと思いました。 

 

その通りです。久居公民館や立成公民館など合同で発表すると言

う意味です。 

 

ホールも含めてやっていったらおもしろいかなと思います。 

 

では、私からもコメントします。先回同様それぞれのグループで

差異が出て興味深く発表を拝聴しました。規模の話は、前回のハー

ドの話から連続してますよと先ほどお伝えしましたので、劇場の専

門家として関連したコメントをさせていただくとすると、確かに上

限 1,000 席が出て、一方で 200 席などという意見も出ました。先回

のハードだけ考えた時よりも、比較的客席規模が小さいイベントが

かなり出てきたかなというのがみなさんご確認できたと思います。
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山田会長 

 

 

 

 

 

 

尐なくとも先回のワークショップでわかるようによっぽど客席数を

上手く選ばない限りは、あの敷地に複数ホールを詰め込むのは、比

較的難易度が高いです。そうすると大きなホールを作って小さな規

模のものも対応する、大は小を兼ねるような考え方が一つ自然と出

てきます。その時に、例えば 1,000 席が上限で、200 席を下限で取

った時にどういうことが起こるかを考える必要があります。みなさ

ん舞台に立つ立場になったと思ってください。1,000 席の空間があ

ったとします。結構大きな空間です。そこに 200 人しかお客様がい

ないという状況が生まれるということですよね。これは最近ホール

の空間に関しても、新しい事例を見て頂くとわかるのですが、バル

コニーを作る際、舞台に立った時に、舞台全体に客の壁を作るよう

な形で客席を作るのです。昔は、ワンスロープやツースロープと言

われる前から客席が上がっていき、壁は壁しかないような作りをし

ていました。しかし、最近は壁のところにもバルコニー席などを作

っていくような形です。演じる側にとっては、お客様の壁があるこ

とによって非常に気持ちよく演じることができます。まさにそれは、

昔のイタリアのバロック劇場やオペラ劇場の構成なのです。あれは

上演する場でもあると共に交流する場でもあったのです。上演する

人にとって、非常に気持ちの良い場になるということだけではなく

て、観客同士が見合えるというようなそういう空間構成になってい

ます。 

つまり 1,000 席の空間に 200 人しかいないというお客様が尐ない

というのは、本当にすごくさみしい状況が生まれます。1,000 席と

200 席の上限下限という極端な例でしたが、その間をとっても結構

やっぱり開きがあって、そうすると可変機構で客席可変をしましょ

うという発想が出てくると思うのです。ただ、800 席を上手く隠す

ことは、技術的にも現実的ではなく、技術的に可能であっても、以

前から申し上げているように可変規模が大きければ大きいほどイニ

シャルコストもランニングコストもかかるので、コスト面でいうと

かなりハードルが高くなります。 

今日の発表からこのような状況を専門家として読み取りましたと

いうお話をしておきたいと思います。 

 

何か他にございますか。 

前回 1 つのグループで 2 つや 3 つの案を作って頂いて、そして今

回中身も考えて頂いて、こういうのを踏まえながら何らかの形で基

本計画という形に落とし込んでいくというのが、1 月か 2 月ぐらい

の今年度の最後に大変な作業が残っているかなと思います。その時

にまた色々集中的に議論を頂ければと思います。 
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事項書５ 住民ヒアリング（アンケート）の実施について 

みなさんに頂いた住民ヒアリングに関するご意見を基に、資料 4

にあるようにアンケート方式で主にヒアリングを実施いたします。

このアンケート等は、検討委員会での意見取りまとめの参考とする

ため、検討委員会が実施するという形を取っております。最初の部

長のあいさつにもありましたように、1 月の検討委員会のご意見を

含め、今までの意見の積み重ねて頂いた、検討委員会のご意見を踏

まえ、市として基本計画案を作成して市議会へ報告するというスケ

ジュールを考えています。そのため、調査は 1 月中に終了する必要

がありまして、短い期間でより多くの方にご意見を頂くためにアン

ケート方式とした次第です。配布回収につきましては、委員のみな

さまにご協力いただきたいと思っておりますのでよろしくお願いい

たします。 

次に、資料 4の説明をいたします。 

目的は、この検討委員会における検討の参考とする。時期は、平

成 26 年 1 月とし、目標は、1 月 20 日までに回収、集計を 1 月末ま

でとします。 

3 のアンケートの対象は、（1）が久居地域の市民としました。こ

れは、来館して頂く方として想定したものです。意見を聞いた時は

市民全般にとのことでしたが、時間的な制約もあることから特に利

用が高いだろう久居地域の住民に限定して、久居の各自治会の方に

ご協力して頂いて、114 の自治会から年齢層別の男女の各 1 名を対

象にしたいと思います。 

次に、（2）の利用が想定される団体は、舞台やギャラリーを使っ

て頂けるであろう団体として検討委員のみなさまの出身団体やこれ

までに久居市民会館を利用したことのある団体、そして久居地域内

の小中高等学校を対象としています。 

（3）ホールの運営者は、県内・県外の先進事例を事務局で選定し、

これは事務局で調査致します。 

続きまして 4の方法と致しましては、（1）久居地域の市民の方に

は、一般用のアンケート調査紙によって津市自治会連合会久居支部

のご協力を得て配布回収したいと思います。主に文化活動に対する

関心や参加、来館の意向などをお聞きしたいと思っています。 

次に、（2）の利用が想定される団体の内、検討委員会の出身団体

へは、別紙利用団体用アンケート調査紙により検討委員会のみなさ

まを通じて、または市から直接送付し、回収したいと思います。ま

た、今まで久居市民会館を利用したことのある団体、久居地域内の

各学校には、事務局の方からアンケートを送付し回収いたします。

主に使用して頂ける回数や使い勝手のよい施設にするためのご意見

をお聞きします。 
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（3）のホール運営者には、事務局で調査・聞き取りを行います。

第 2 回検討委員会で視察した長久手市文化の家や武豊町民会館、そ

して今日お話し頂いた三重県文化振興事業団、それから 1 月 9 日に

事務局のほうで岐阜県の可児市文化創造センターに申込みをしまし

て、見せて頂くことになっていますので、色々聞いてきたいと思い

ます。それらの事例をまとめて、事務局のほうで作成したいと思っ

ております。 

以上で簡単ですが住民ヒアリングの実施についての説明を終わり

たいと思います。 

 

ありがとうございます。こういう形でアンケートによる意見徴収

を行っていくということです。何かご質問等ある方いらっしゃいま

すか。 

 

はい。（1）久居地域の市民には（アンケート配布）人数が書いて

あるのですが、（2）利用が想定される団体には数が書いてないです

が、下の四角で囲ってある団体だけではないですよね。アンケート

用紙には、企業という単語もありますので、今日の話し合いの中で

もホールを利用するであろう団体として三重アクターズスクールや

中田バレエ団などが出てきたのですが、そういった今後利用が想定

される団体にも広くアンケートを取られるのか。 

それから、学校にしても小中校だけでなく、私立も含めた幼稚園、

保育園にもアンケートを取って頂くとよいと思います。幼稚園、保

育園というと、おじいちゃんおばあちゃんと一人の子に 6 人ぐらい

お客様が来てくれる貴重なお客様ですので、そういったところもア

ンケートを取って頂けるとよいかなと思います。 

まず（2）の利用が想定される団体の数を教えてください。 

 

よろしいですか。一般用のアンケート用紙の 3 ページを見てくだ

さい。問 3 ですが、今久居地域は、7 つの地区に分かれています。

名称が違うところがあります。誠之・成美・桃園・立成・戸木・栗

葉・榊原そういう名称ですが、それの方がいいのではないかと思い

ます。 

 

他にご意見ありますか。 

 

はい。利用団体のところに県の団体も入れて頂きたいです。県の

団体は県内の色々なところで活動しますので、新しい劇場を使う可

能性は高いと思いますので、例えば吹奏楽連盟や三曲協会など団体

の名簿が三重県文化振興事業団にあります。三重県文化団体連絡協
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脇田課長 

 

 

議会という全 29団体の会になっています。 

（3）ホールの運営者ですが、劇場関係者というくくりで、三重県

舞台管理事業協同組合を入れてほしいです。舞台専門家の組合です。

その方々にも調査をして頂きたい。というのと、市町のホールにも

調査をかけて頂ければと思います。松阪市、伊勢市など色々な劇場

の関係者に聞いて頂きたい。 

それともう一点、質問の中身ですが、一番聞きづらいことで、非

公表でこの委員会のみでよいと思いますが、そもそもホール建設に

賛成か反対かというと。あと、求める席数。それは非公表でいいと

思うのですが、せっかくアンケートを取るなら聞いて頂いたほうが

いいのではないかと思います。多分、もう二度と聞けないので。建

設にそもそもどういう風に捉えていらっしゃるか、生々しい質問で

すが、聞いて頂いていいのではないかと思います。 

 

はい。他に何かありますか。 

 

はい。津市内だけでよいと思うのですが、色々なイベントを作る

業者がありますよね。あの人たちの意見も色々あると思います。そ

ういう方たちに聞くとまた違った意見が出るのではないかと思いま

す。 

 

そうですね。県内で、興行の仕入れは、サンデーフォークさんと

か。大きな意味では聞いてもいいような気はします。使う可能性は

ありますから。 

 

どうしても私たち裏方なしでできませんのでね。 

 

例えばあと津市で、そういった興行主として借りたことのあるこ

とにすれば、おそらくサンデーフォークさんも借りたことがあるで

しょうね。あんまり広げると全国になるので。それは、津市で興行

で貸館利用したことがあるということならば、可能な気がします。 

 

はい。他に何かお気づきの点はありますか。 

 

今利用者団体は、このアンケートで何団体ぐらいカウントされて

いるのですか。 

 

たくさん質問を頂いたので、もうそろそろまとめて返答してもよ

ろしいですか。 
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みなさん大体よろしいですか。 

では、お願いします。 

 

たくさんご質問頂いたのですが、まずお断りをしないといけない

のですが、非常に時間がないということで、特に久居の地域に関連

する方に今回とりあえずご意見なり、ご意向を聞かせて頂こうと考

えましたので、特に地域の方も久居の方。それから、団体も久居の

団体の方ということにさせて頂きました。 

まず、佐藤委員のご質問の中で、利用団体が何件ぐらいあるかと

いうご質問ですが、今日も色々な団体を代表して出て来て頂いてま

すので、その団体は必ずお願いするのですが、その中でご存じの団

体は教えて頂いて、なるべく久居地域で活動している団体の方に意

見をお聞かせ頂きたいと考えています。 

それから、松浦委員の言われました県の団体についてはまた教え

て頂いて、これは早急に送る準備を致します。その他の市町の劇場

の関係につきましては、事務局で各自治体にヒアリングできたらと

思います。 

それから、（アンケート用紙の）質問の流れの中で、ホールが必

要かどうかと席数ですが、まず、必要かどうかにつきましては、こ

の地域に必要だという考え方のもとで、この検討委員会を始めてい

ますので、あえてこの質問は省きました。席数につきましては、や

はり何度も申し上げてきましたけども、やはり利用によって規模が

決まってくるという考え方の中では、ただ席数を聞くだけでは何席

がいいだとか多いことに越したことはないという考え方でお答え頂

くことが多くなりますので、あえて質問から省かせて頂きました。 

久居地域の名称は、正式な名称に変更いたします。 

それから、小中高等学校を対象にしまして、幼稚園保育園は抜け

ているのですが、これにつきましては、今回は小中高等学校だけに

致しました。時間がないことと今年この基本計画ができました後、

来年基本設計をしますが本当は、もっと基本計画の中で十分に話し

合いを取って進めるべきだったのかなと思いましたので、来年そう

いう意味では、基本設計をする中で、地域の方々が関わって頂きた

いという考え方で今事務を進めておりますので、十分にそういう

方々から意見を聞く場面を作りながら進めたいなと思っておりま

す。今回はとりあえず、本当に時間がありませんので、こういう範

囲の中で、ご意見を聞かせて頂いて、その結果は、次回の検討委員

会の中で、資料として出させて頂いて、ヒアリング結果も含めてこ

の検討を考えて頂ければと思いますので、今頂きました意見の中で、

なるべく広げるものについては広げてアンケートさせていただきま

すが、考え方としてはそういう考え方ですので、ご理解を頂きたい
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と思います。 

それと、特に自治会連合会さんにつきましては、こちらから一方

的にお願いしたいですという形でお出しをさせて頂きました。文化

活動団体の方々についても同じことなのですが、特に地域の方々に

意見を聞く時には、自治会連合会にお世話をかけないとなかなか難

しいと思いますので、どうかご協力を頂きたいと思います。以上で

す。 

 

一つよろしいですか。 

久居連合会の役員会が、1 月 9 日 9 時半から久居総合支所 3 階の

301 会議室であります。そこでご説明頂いて、受け渡ししたいと思

います。この機会を逃すと 20日まで全然間に合いません。それと今

お話がありましたように、「時間がないので」というのは、あまり

それを言ってもらうと困りますので、時間がないなら尐し検討委員

会を延長してでもやらないといけないことが結構あるのではないか

と私は思うのです。本当に 3 月までに詰まるのかなと思います。運

営の組織まで話そうと思うと、余計に難しい話になると思いますの

で。それと敷地の問題と。時間がないから検討できないというのは、

非常に情けない話です。 

アンケートの利用者団体ですが、尐なくとも一回、あるいは 3 年

の内に一回など絞ってよいと思うのですが、利用された団体につい

てはぜひ、アンケートを出して頂いて意見徴収して頂きたいです。

最低でも今、この意見を取らないと意見が出てこないのです。だか

ら時間がないからといわれると非常に検討委員会としてもつらい思

いがして参りますので、時間がないと口にして頂くと問題かなと思

っています。 

あと、3 月までにどこまで何を検討するか、工程を教えてほしい

です。運営の組織などもどうするのかということまで我々で検討し

ないといけないのかなど、その辺の話は検討委員会がスタートする

時には全く想定していなくて、去年途中から劇場法が出来て、これ

を主体に考えないといけないということで、当然我々が検討しない

といけないことだと思っているのですが、それを含めて 3 月までに

結論を出そうと思うとなかなか難しいです。席数の問題でも 1 回 2

回の議論では、中々落ち着かないと思いますし、必要によっては、

用地も考えますということだと、それから用地交渉しても間に合う

のかなという気がします。ですから、やっぱり同時並行して進めて

頂かないとやはりどこかで変な問題が出てこないかなと思います。 

出来る限りの努力はお互いにして、いい施設になったなというよ

うにやりたいと思っていますので、行政のほうも土地の問題、駐車

場の問題はもう尐し汗を流して頂けないかなと特にお願いしたいと
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脇田課長 

 

 

 

思っています。 

アンケートを 20日までに取ろうと思うと、今日アンケートの調査

先ぐらいまとまっていないといかんと思いますので、そういう意味

では、1回でも過去に利用した団体には、必ず調査してほしいです。

私のところにはアンケートが来てないよというのが一番困りますか

ら。我々検討委員会として、こういう人も押さえておかないといけ

ないですからね。一般の方の意見を聞くのは、これが最初で最後に

なるかも知れないので、できるだけこのアンケートを幅広く出して

頂きたいと思います。 

 

はい。よろしいですか。 

 

先ほど、時間がないと申し上げましたが、「時間がない」という

のは、今年このアンケートを取るという意味であって、時間がない

のでどんどん進めていくんだという意味ではございません。先ほど

から何回も言われていましたように、市から「こういうものをする

んだ」とか「こういうコンセプトでやるんだ」とかそういう考えが

あって、検討して頂ける状態であったら、ほとんど物事が決まって、

来年からという話になるのだと思います。ただ、何度も申し上げま

したように、こちらに何も方針がないまま進めていますので、この

一年で話を決めるのはやはり無理があると思いましたので、今年基

本計画を策定して、それを基本に来年十分に詰めていきたいと考え

ておりますので、そういう意味では時間をもう尐し伸ばして延長し

てやっていくという考えでございます。 

先ほど時間がないと申し上げたのは、今年の基本計画を仕上てい

くに当たって、みなさんから意見をもらうためのものを資料作成す

る時間がないという意味ですので、よろしくお願い申し上げます。 

それから利用団体につきましては、この資料に挙げた団体は過去

3年間しか挙げていないのですが、3年間の中で利用頂いた方にアン

ケートをお出しする予定ですので、もしこれ以上ございましたら、

また教えて頂きたいと思います。とりあえずこういう形で 3 年間の

利用者にはお出しします。 

 

こちらで気が付いた場合には、こちらでコピーして渡してもよい

ですか。 

 

そうですね。言って頂ければこちらでもコピーします。 

それから、3 月までのスケジュールですが、施設の機能までのご

意見をもらいました。それから色々な意見も頂きました。それから

今日プログラム的なものもご意見頂きました。もう一度これらの意
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事務局 

 

大月委員 

 

 

 

 

 

 

見を整理します。今まで利用して頂いたプログラムや市が自主事業

で行ってきた事業もございますので、そこらへんも含め利用されて

いくと思います。ただ、津市は、たくさんホールがあるので、その

中で市の事業を久居の新しい施設でどこまでやれるのかは疑問です

し、市域全体として久居を利用したり、リージョンプラザを利用し

たり、また白山を利用したりとその中で市の文化事業が決まってき

ますので、全てその前に予算の関係はありますが、そういう中でど

こまで市の事業が入ってくるのか。となりますと、利用率をあげる

ためには、地域の方々にどう活用して頂くかがやはり一番肝心なと

ころだと思いますので、みなさんに色々な場面でご協力頂きながら、

来年十分詰めながら決めていこうと思っています。ですので、今年

につきましては、本当に基本的な元を作るために検討して頂きたい

と思っております。ただ、基本計画は策定をしないといけないので、

その元を作るためにご意見頂いているということですので、また次

回の検討委員会では、コンセプトに対する意見を聞かして頂いて、

それを参考にしながら整備計画の策定をしていき、それを基に来年

十分詰めていきたいと思いますので、ご理解頂きたいと思います。 

 

他にございますか。 

 

はい。専門家としての観点からもお話しいたします。 

アンケートに関しては、確認ですが、冒頭は「市では～」から始

まって、日付の後には「（仮称）津市久居ホール整備基本計画検討

委員会」になっています。これは、検討委員会で出すということで

よいのですよね。 

 

はい。 

 

これは、きちんと了解しておく事項なので、それだけ指摘をして

おきます。事務局は、スポーツ文化振興部になるのですよね。 

 

そうですね。 

 

あとは、我々の研究でアンケートは、常套手段ではあるのですが、

アンケートというのは、色々情報操作もできるし、逆にすごく誤っ

た方向に結論が出るかも知れません。例えば、前文のところで、読

んでいただくことによってそこにメッセージを込めて意識改革をし

て頂く。ただアンケートに答えるだけではなく、啓発をしていくと

いう使われ方もあるのです。このアンケートの前文では、「久居地

域にホールを整備して～・・・」このようにあっさりとホールを作
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りますとしか書いておらず、この委員会で、毎回繰り返し出てくる

劇場法に対応したというような文言は入っていないです。そうした

部分が、何も触れずに書いてしまうのはいいのかどうか。どちらに

も転ぶ可能性があって、尐なくとも検討委員会の委員さんたちとは

ホールに関する情報量が違います。その部分はもう尐し何か文章を

追加したほうがよいと思いました。 

 

劇場法というのは、一般の市民はほとんど理解していないと思い

ます。ですから、劇場法と入れるなら劇場法がどんな法律なのかも

あらかたの説明した資料を付けないと、全くちんぷんかんぷんで発

想ができないと思います。 

 

ですから、劇場法を細かく説明しても仕方ないので、尐なくとも

「自主事業をきめ細かくやっていきます」とか「運営組織を持って

貸館だけではない施設を作っていく予定です」とかその程度でよい

と思いますが、検討委員会で言っているような趣旨をやはり入れな

いと、地域のホールを作るんだと勘違いする人が出てきた場合に、

広域利用の観点からも「アンケートに書いてなかったじゃないか」

というクレームが出る可能性がありますので、その辺りは尐しご検

討頂いて、一般の人にもわかる表現であまり長くならないように入

れ込むというのを尐し考えて頂くことは必要かなと思います。 

 

その辺り、大月先生などの知恵も拝借したらどうですかね。 

 

はい、そういう趣旨についてのご発言があったということで、改

善して頂いて、それを踏まえて検討委員会としてアンケートを実施

するという形でよろしいですね。 

私が一つ気が付いたのは、先ほど松浦委員が言っていたホールの

席数などについては、学校関係者等、利用団体等には実績はどれぐ

らいありましたかというようなことを聞いているので、そこでそれ

ぞれの団体にとっての必要席数がわかる仕組みにはなっていると思

います。 

はい。大体そういう形でよろしいでしょうか。修正や配布先など

は、ご指摘頂いた形で修正すべきところは修正して、進めていくと。 

 

検討委員という名前が出てきて、色んな人が、私が検討委員だと

いうことを知っているので、これを見た時に、いつ完成するのとい

う意見が必ず出てきます。いつも聞かれるのですが、中途半端な返

事しかできないです。ですので、建設予定地の面積等だけでいいの

でしょうか。 
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12 月議会でもご質問頂きまして、久居駅東口の公園整備と一体的

な事業申請をします。それが平成 26年度にする予定をしていますの

で、その結果を見ながら平成 27 年度に着手する計画をしていまし

て、それによって議会では平成 31年目標とお伝えしたのですが、あ

くまでも目標でありますので、できるだけ早く完成はしたいと思い

ます。その事業認定によって、完成の予定が変わってきますので、

議会でも言いにくかったのはそのせいです。 

 

今の話だと平成 31 年と出てきましたが、今まで平成 30 年という

話を聞いていたので。うわさですけれど。 

 

平成 30年度だと思います。 

 

年度なら、わかりました。 

 

12 月議会でも私が口ごもったのは、予定がないのです。今から事

業計画をして、目標とする年度としています。この庁舎を壊した後

に、工事に入るので、調整を平成 27年度から計画しますので、もう

尐し時間を待って頂きたいというのが、本音です。 

 

余談ですが、先般ポルタひさいの改装計画を頂きまして、その計

画を聞くと、ポルタひさいの中にある市民ギャラリーや 3 階の研修

室のスペースに全部市役所が入ってしまってなくなってしまうそう

です。ギャラリーについてはこのホール建設で検討しますと記載し

てあって、それだと平成 26 年度の 6月に運用中止になりますから、

平成 26 年度～平成 30 年度まで 4 年間もギャラリーなしかというこ

とで非常に問題になっています。それで、その後（閉鎖後）の運用

をどうしてくれるのですかと何か公民館でも使えるようにお願いで

きないかとか別途ギャラリーのようなスペースが取れないのかと即

総合支所長にお話致しまして、ご検討頂いているのですが、そうい

うこともあって、なるべく検討してきたこともクリアにして頂いて、

そこらを守れるような努力をしないといけないと思います。 

 

市としてもある程度事業申請、建設部とも絡んでいますので勝手

なことは言えませんが・・・ 

 

言っていることはわかりますが、大体の腹積もりは持っていない

とぐずぐずやっていても困ります。 
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新家部長 

 

稲垣委員 

 

 

 

中森委員 

 

 

 

 

新家部長 

 

 

 

中森委員 

 

 

新家部長 

 

 

 

山田会長 

 

別所委員 

 

新家部長 

 

 

 

 

 

稲垣委員 

 

 

別所委員 

 

新家部長 

 

 

 目標は、平成 30年度に完成、平成 31年度に開館です。 

 

 それでしたら、一連の流れでわかります。その辺も含めてしっか

り覚えておいて頂いて、そこらに合わせられるように工程をしっか

り詰めておかないといけないと思います。 

 

 一つだけ、怒られるようなことかも知れませんが、津の体育館サ

ブリーナが平成 28年度に完成するので、それに対するアンケートも

済んでいます。しかし、未だに入札も出来ていなくて、本当に平成

28年度に完成するはずがないと私的には思うのですが。 

 

 市としては、平成 28年度の春完成が秋完成と半年ずれるぐらいに

考えていますが、市はできないとは考えておりませんので、出来る

限りの努力は致します。平成 28年度オープンで今考えております。 

 

 そうですか。みんながアンケートを見て、こんなの完成するのと

言っていましたので。 

 

 確かに二回不調にはなっていますが、3 回目は予算を見直した上

で、平成 26 年度中に発注をして、平成 28 年度にオープンしたいと

いうことで今進めています。 

   

 はい。それでは、よろしいですか。 

 

 久居のホールですが、予算的に大体どれぐらいを考えていますか。 

  

 当初見て頂きました自治会連合会なり全員協議会に出したお金と

しては、21億 5千万円という基本の枠がございます。あくまでも久

居駅東口のホールを建設したらこのぐらいになるということで、基

本的にはこれがベースになってきますけれど、検討委員会でのお話

しも含めて市は今から財政協議します。 

 

 劇場法に対応していくとかであれば、理由からしても全面的に見

直さざるを得ないと思います。 

 

 21 億 5千万円というのは、解体も含めた金額ですか。 

 

 南庁舎の解体だけ含んでいます。5 千万円です。本庁舎は、どち

らにしても比べるだけの経費ですので、これは壊す予定をしていま

す。南庁舎の解体を含めて 21億 5千万円という予算計上です。 
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 あくまで 600席の音楽ホールを作るという抜出しです。 

 

 音楽ホールというのは、舞台機構設備があまりいらないので、比

較的ホールの中では、建設費がかからないです。そういう意味では、

規模の面でも間違いなく膨らむと思います。 

 

 すいません。一ついいですか。この市民ホールを作る前に、市民

会館の修繕が出来ないかということで、検討したことがあります。

市民会館を見に行ったのですが、屋根に壁材が使ってあって、その

防水が不備で雤漏りをしていることが分かりました。それから壁の

コンクリートで、注入方法が均等になっておらず斜めにコンクリー

トが注入されていました。工事的に不備があるようなことでしたの

で、今回作る新しい施設は、その辺りもよく吟味してください。 

 

 はい。それではよろしいでしょうか。 

 では今回はこれで終わりとします。 

  

  

 

以上 


